
（令和５年７月14日）
寝屋川市農業委員会議事録
寝屋川市農業委員会
寝屋川市農業委員会総会議事録
１　開催日時　　令和５年７月14日（金）午後１時15分から午後２時00分
２　開催場所　　寝屋川市役所　議会棟５階　第二委員会室
３　出席委員（14名）　※番号は席番号（８番、16番は欠番）
１番　奥野　清一               　　　　　 ２番　溝口　透（農政企画委員長） 
３番　冨田　順治　　　　　　　　　　　　　４番　中東　敬夫　　
５番　北野　紀美子　　　　　　　　　　　　６番　田伏　隆雄（農地調整委員長）
７番　奥野　隆雄（会長）　　　　　　　　　９番　木邨　公重
10番　西尾　晴雄　　　　　　　　　　　　　11番　中橋　弘
12番　小野　信次　　　　　　　　　　　　　13番　川口　茂明
15番　金谷　伸太郎　　　　　　　　　　　　17番　南　昌男（会長職務代理者）
４　欠席委員（１名）

14番　北川　康裕
５　遅刻委員（０名）

　　
６　議事日程
　　第１　議案第５号　農地法第３条第１項による許可について
　　第２　報告第13号　農地法第４条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について
第３　報告第14号　農地法第５条第１項第６号による転用届出に係る専決報告について
第４　報告第15号　租税特別措置法第70条の６第１項による適格者証明について
第５　報告第16号　生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明について
第６　報告第17号　使用目的変更承認願に係る専決報告について
７　農業委員会事務局職員

　  局長　　　山口　美加　　　　　　　　　　　事務局長代理　川原　祐
　　係長　　　津川　育大　　　　　　　　　　　職員　　　阪本　一彦
　　職員　　　谷内　奈央
８　議長　会長　奥野　隆雄
９　会議の概要
（　午後１時15分　開会　）
議長（奥野会長）　定刻前ですが、本日は委員１名が欠席ということで、委員17名のうち16名が出席し、出席委員は過半数以上で総会は成立いたしますので、７月の委員会総会を始めさせていただきます。
それでは、寝屋川市農業委員会会議規則により会長が総会の議長を務める　ことになっておりますので、議事を進行させていただきます。
それでは、議事に入らせていただきます。
議案第５号　農地法第３条第１項による許可について、事務局から説明を　お願いします。
　事務局　　　　　議案第５号　農地法第３条第１項による許可について、ご説明申し上げます。
（議案第５号　件番１朗読）

現在は、譲受人と譲渡人で持分２分の１ずつ所有されているところを、譲渡人の持分２分の１を譲受人に贈与され、譲受人単独所有にするという申請があり、６月20日に受付を行いました。
そして、７月５日の農地調整委員会で、譲渡人立ち会いのもと、現地確認、審査を行いました。
場所は、国道170号線の東側、第二京阪道路の北側にございます。
許可要件の判断基準については、まず、全部効率利用要件があり、これは、所有権を受ける者が、当該農地の所有権を取得後に、耕作等の事業に供すべき農地等のすべてを効率的に利用して、耕作等の事業が行われるかどうかを判断するものでございます。譲渡人の農業経営世帯が所有する市内農地については、事務局で現地確認し、適正に肥培管理されていることを確認しておりますので、今後も引き続き耕作されると思われます。なお、市外農地については、京都府木津川市に農地を所有されておりますが、木津川市の農業委員会に耕作状況を確認しますと、賃借権が設定されておりましたので、全部効率利用要件の対象外になります。
そのため本要件について問題ないと判断いたします。
農作業常時従事要件について、これは所有権を受ける者の年間耕作日数に　よって判断するものです。農水省が定める年間の耕作日数は150日以上です。ただし、大阪府が定める年間の耕作日数は、耕作に従事する必要がある限り、年間60日以上であれば要件は満たされます。
譲受人は年間40日、耕作に従事されておりますが、大阪府が定める年間60日以上の耕作日数の要件を満たしておりませんが、本件は賃借権が設定されており、別の農家の方が耕作されています。贈与後も引き続き別の方が耕作される予定ですので、耕作日数の要件は対象外になります。
次に農機具の保有状況ですが、耕うん機１台、トラクター１台、田植え機　　１台、バインダー１台を保有されておりますので、問題ないと判断いたします。
次に地域との調和要件については、周辺の地域における農地等の農業上の　効率的かつ総合的利用の確保に支障をきたすおそれは無いと認められるため、本要件を満たしていると考えられます。
自宅から当該農地までの距離については、車で10分程度ですので問題ござ　いません。
現況は写真のとおりです。
それでは、ご審議のほどよろしくお願いいたします。
　議長　　　　　　事務局の説明が終わりました。
件番１については、７月５日開催の農地調整委員会で現地調査及び申請人　に聴聞を行い審査しておりますので、農地調整委員長からご説明をお願いします。
　農地調整委員長　７月５日に農地調整委員会を開催し、現地調査及び申請人に聴聞を行いました。
本件については、親から子へ贈与されるということで、耕作については、　　賃借権が設定されていまして、別の農家の方が耕作されています。
別段問題ないと判断いたします。
　議長　　　　　　ただいま、農地調整委員長から説明がありましたが、地区担当委員、何かご意見はございますか。
　
　地区担当委員　　賃借権が設定されていまして、今後も別の農家の方が耕作されるということですので問題ないと思います。
　議長　　　　　　件番１につきまして、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

　　　　　　　　　ご意見等がないようですので、許可してよろしいでしょうか。
（「異議なし」の声あり）
ご異議がないようですので許可いたします。次に報告第13号　農地法第４条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について、事務局から説明をお願いします。
　事務局　　　　　報告第13号　農地法第４条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について、ご説明申し上げます。
（報告第13号　件番１朗読）
件番１につきまして、場所は池田地区にある寝屋川消防署の西側でござい
ます。本件は６月５日に受付を行い、地区担当委員と６月７日に現地確認
を行い、６月19日に会長専決により届出を受理したものでございます。
本件は共同住宅９戸を建築予定で、雨水に関しては雨水最終枡から道路側　溝へ放流するとのことでございます。
現況は写真のとおりでございまして、共同住宅建築のため届出するにあた　り、隣接している公衆用道路として提供している農地の転用を失念していたことがわかり、経過書とともに道路部分の転用届出も提出されております。　　
　議長　　　　　　ただいま、事務局より説明がありましたが、件番１について、地区担当委員、何かご意見等ございますか。
　地区担当委員　　事務局から説明があったとおり、共同住宅に農地転用されますが、周りはすべて宅地になっておりますので、問題ないと思います。
　議長　　　　　　ただいま、地区担当委員から説明がございましたが、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

　  　　　　　　　ご質問等がないようですので、次に件番２について、事務局から説明をお願いします。
　事務局　　　　　　　　　　　　　　　（報告第13号　件番２朗読）
件番２につきまして、場所は大阪市豊野浄水場から少し東側へ向かった　　ところでございます。
本件は６月８日に受付を行い、地区担当委員に連絡の上、同日事務局のみ　　で現地確認行い、６月12日に会長専決により届出を受理したものでございます。
本件は、既に一戸建て住宅に併設するシャッター付き倉庫が建っており、昭和63年頃に宅地造成した際に届出を失念していたとのことで、経過書が提出されております。また、雨水に関しましては、雨水桝から道路側溝へ放流されております。
　議長　　　　　 ただいま、事務局より説明がありましたが、件番２について、地区担当委員、何かご意見等ございますか。
　地区担当委員　 事務局から説明がありましたが、先代の方がここに住んでおられたと思いま
すが、その当時からシャッター付き倉庫にされていたようです。
農地転用の届出を忘れておられたようで転用漏れになります。
　議長　　　　　 ただいま、地区担当委員から説明がございましたが、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

　  　　　　　　ご質問等がないようですので、次に件番３について、事務局から説明をお願
いします。
　事務局　　　　　　　　　　　　　　　（報告第13号　件番３朗読）
件番３につきまして、場所は木屋地区にある自動車教習所を少し西側へ向かったところ、鞆呂岐神社の南東側でございます。
本件は６月14日に受付をし、地区担当委員と６月16日に現地確認を行い、６月27日に会長専決により届出を受理したものでございます。　
現況は写真のとおり、すでに自宅庭敷地の一部となっており、昭和62年頃　　に宅地造成した際に届出を失念していたとのことで、経過書を提出されております。
　議長　　　　　 ただいま、事務局より説明がありましたが、昭和62年頃から転用漏れになっているものですが、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

　  　　　　　　　ご質問等がないようですので、次に件番４について、事務局から説明をお願いします。
　事務局　　　　　　　　　　　　　　　（報告第13号　件番４朗読）
件番４につきまして、場所は本市と四條畷市との市域界にございます大型　ショッピングセンターの南西側、寝屋川市民グランドから少し西側へ向かったところでございます。
本件は６月14日に受付し、地区担当委員と６月15日に現地確認を行い、　　６月27日に会長専決により届出を受理したものでございます。　
現況は写真のとおりでございます。
共同住宅に農地転用をされる予定で、雨水排水に関しまして、流末は既存　　の公共下水道管に接続し排水するとのことでございます。
　議長　　　　　　ただいま、事務局より説明がありましたが、件番４について、地区担当委員、何かご意見等ございますか。
　地区担当委員　　第二京阪道路下の国道１号線と讃良川に囲まれたところで、以前から耕作はされていなかったと思います。周りに農地はありませんので、問題ありません。
　議長　　　　　　ただいま、地区担当委員から説明がございましたが、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

　  　　　　　　　ご質問等がないようですので、次に件番５について、事務局から説明をお願いします。
　事務局　　　　　　　　　　　　　　　（報告第13号　件番５朗読）
件番５につきまして、場所は市立国松緑丘小学校の北側でございます。
本件は６月16日に受付をし、地区担当委員と６月21日に現地確認を行い、６月27日に会長専決により届出を受理したものでございます。
本件は、国松地区土地区画整理事業の工事着手前の埋蔵文化財試掘調査で、幅１ｍから２ｍの範囲を深さ30㎝程度、長さ約270ｍ掘る予定ということで、その掘削部分に係る農地の一時転用でございます。
現況は写真のとおりでございます。
　議長　　　　　　 ただいま、事務局より説明がありましたが、件番５について、地区担当委、何かご意見等ございますか。
　地区担当委員　　 以前に農地法第３条許可申請における身内内贈与において、農地調整委員会で現地確認をさせていただいた周辺の農地でございますが、土地区画整理事業前の試掘調査ですので問題ないと思います。
　議長　　　　　　 ただいま、地区担当委員から説明がございました。
　　　　　　　　　 私から補足説明をさせていただきますと、現況は竹林が広がっている場所ですが、一部で登記地目が田になっているところがあります。
　　　　　　　　　なぜ、登記地目が田になっているのかと申し上げますと、昔はここで陸稲（おかぼ）と言いまして、水稲ではなく水を張らずに稲を作っておられました。そういったことから、登記地目の田が残っております。
　　　　　　　　　何かご質問等ございますか。
　委員　　　　　　土地区画整理事業が行われた後は、どのようになるのかご存じでしょうか。
　議長　　　　　　計画では、ほとんどが住宅地になるようです。進入路は南東側である三井秦団地側から入るようになります。ただ、相続税の納税猶予の適用を受けておられる方がいますので、その方々は亡くなられるまで耕作しなければなりませんので、畑として耕作を続けていかれるようです。決定ではございませんが、農地を残すと希望される場合には、こも池がある西側部分に集約されるようです。
　

　事務局　　　　　住宅用地として168区画となります。
　農地調整委員長　試掘調査をする範囲・深さはどのように決めるのですか。
　議長　　　　　　市の文化スポーツ室が決めます。

　委員　　　　　　土地区画整理準備組合は設立されているのですか。
　議長　　　　　　最近設立されたようです。
他にご質問等がないようですので、次に報告第14号　農地法第５条第１項第６号による転用届出に係る専決報告について、事務局から説明をお願いします。
　事務局　　　　　報告第14号　農地法第５条第１項第６号による転用届出に係る専決報告について、ご説明申し上げます。
（報告第14号　件番１朗読）

件番１につきまして、場所は府道13号京都守口線の北側で、葬儀場の北西にございます。
本件は６月７日に受付をし、地区担当委員と６月８日に現地確認をし、６　　月19日会長専決により届出を受理したものです。
本件は、ご主人名義の農地で、奥さんが代表を務める法人に50年間の賃借権を設定され、共同住宅を建築される予定でございます。雨水排水に関しましては、貯留槽に集水される予定です。
現況は写真のとおりです。
　議長　　　　　　ただいま、事務局より説明がありましたが、件番１について、地区担当委員、何かご意見等ございますか。
　地区担当委員　　ただいま、事務局から説明がありましたように、６月８日に事務局と現地確認させていただきました。転用面積が1,560㎡ということで500㎡を超える開発許可であることから、雨水については、一旦貯留槽に溜めて公共雨水桝へ放流することになっているということですので、隣接して南側に水田がございますが問題ないと思います。
　議長　　　　　　ただいま、地区担当委員から説明がございましたが、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

　  　　　　　　　ご質問等がないようですので、次に報告第15号　租税特別措置法第70条の６第１項による適格者証明について、事務局から説明をお願いします。
　事務局　　　　　報告第15号　租税特別措置法第70条の６第１項による適格者証明について、ご説明申し上げます。
（報告第15号　件番１朗読）

まず始めに、農地の相続税の納税猶予制度について、ご説明させていた　　　だきます。
農地の所有者が亡くなられ、農地を相続した者には相続税が発生しますが、農地には相続税の納税猶予制度という特例がございます。これは、農地を相続された者が引き継いで自身が亡くなるまで耕作をすること。あるいは、貸農園の運営等を含めた農業経営を行うことで、農地部分の相続税が免除ではなく猶予されます。亡くなった時点で相続税が免除となります。また、特例の対象農地は、本市のように市街化区域と市街化調整区域の線引きがされている市町村の農地については、市街化区域内の生産緑地の指定を受けている農地または市街化調整区域内の農地に限り、特例の適用を受けることができます。
相続税の納税猶予制度の適用を受けるには、相続人が亡くなった被相続人に代わり農業経営を行うことができる適格者であるという農業委員会の証明書が必要となります。
制度上、市街化区域内の生産緑地については、永年、つまりお亡くなりになられるまで耕作が必要です。市街化調整区域内の農地については、平成21年12月15日以降に亡くなられた方の相続税の納税猶予を受けた農地は永年の耕作が必要で、それ以前に適用を受けた農地は20年耕作することで納税義務が免除されます。
件番１につきまして、場所は寝屋川導水路の東側、大型ショッピングセンター跡地の北西側でございます。
６月14日に適格者証明願があり、６月16日に地区担当委員と現地確認を行い、６月27日に会長専決により適格者証明を発行したものでございます。
　議長　　　　　　ただいま、事務局から説明がございましたが、件番１について、地区担当委員、何かご意見等ございますか。
　地区担当委員　　事務局から説明があったとおりでございます。
　議長　　　　　　ただいま、地区担当委員から説明がございましたが、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようですので、次に報告第16号　生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明について、事務局から説明をお願いします。
　事務局　　　　　報告第16号　生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明について、ご説明申し上げます。
（報告第16号　件番１朗読）

本証明につきましては、生産緑地の主たる従事者を証明するもので、市の買取申出を行うにあたり必要となる手続きとなります。
件番１につきまして、場所は池田地区にある寝屋川消防署の南西側でござ
います。
本件は５月29日に受付をし、５月30日に事務局にて現地確認を行い、６月12日に会長専決により証明書を発行いたしました。
現況は写真のとおりです。
　議長　　　　　　ただいま、事務局から説明がございましたが、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようですので、次に報告第17号　使用目的変更承認願に係る専決報告について、ご説明申し上げます。
　事務局　　　　　報告第17号　使用目的変更承認願に係る専決報告について、ご説明申し上げます。
この使用目的変更承認願については、田や畑の耕作地に農業用倉庫を建築する際に、承認願を提出いただいているものです。
農地法では特に農業用倉庫の建築の承認願の規定はされておらず、本市農業委員会が独自に提出を求めているものです。
（報告第17　件番１朗読）

件番１につきまして、場所は府立西寝屋川高校の東側でございます。
本件は６月13日に生産緑地の追加指定の申出により行った現地確認の際　に、既存の農業用倉庫を確認し、以前に届出された経緯がないため届出いただき、６月19日に会長専決により承認したものでございます。
現況は写真のとおりです。
　議長　　　　　　ただいま、事務局から説明がございましたが、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようですので、本日の議事案件は以上でございます。
（奥野会長から今期の農業委員による最後の総会のあいさつ）

　　　　　　　　　　
　議長　　　　　　以上をもちまして、７月度の委員会総会を閉会させていただきます。
長時間にわたり慎重審議いただきましてありがとうございました。

（　午後２時00分　閉会　）
前記は、会議のてんまつを記載したものに相違なく、ここに署名捺印する。
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